
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
三
号
）

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

㈠

全
て
の
給
料
表
に
つ
い
て
、
若
年
層
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
全
て
の
号
俸
に
お
い
て
給
料
月

額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
全
て
の
基
準
給
料
月
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

全
て
の
給
料
表
の
号
俸
の
構
成
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

諸
手
当
の
改
定

㈠

初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
に

対
す
る
支
給
月
額
の
限
度
額
を
四
十
一
万
六
千
六
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
配
偶
者
に
係
る
支
給
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
子
に
係
る
支
給
月
額

を
一
人
に
つ
き
一
万
三
千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

㈢

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
特
別
急
行
列

車
等
の
利
用
に
係
る
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈣

単
身
赴
任
手
当
に
つ
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い

支
給
要
件
を
満
た
し
た
職
員
に
も
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈤

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
週
休
日
等
以
外
の
日
の
支
給
対
象
時
間
の
範
囲
を
午

後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈥

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
同
手
当
を
支
給
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈦

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
二
十
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員

に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
七
・
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
七
十
一
・
二
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ

て
は
、
百
分
の
六
十
一
・
二
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈧

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
二
十
五
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
七
十
（
特
定
幹
部
職
員
に

あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈨

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ

っ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
七
・
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
五
十
一
・
二
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ

て
は
、
百
分
の
六
十
一
・
二
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈩

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
五
（
特
定
幹
部
職

員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
つ
い
て
、
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
五
十
（
特
定
幹
部
職
員
に

あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

)十一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
し
て
、
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

(
対
す
る
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
と
し
た
。



３

昇
給
制
度
の
見
直
し

㈠

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
等
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
等
を

昇
給
さ
せ
る
か
否
か
及
び
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
特

に
良
好
で
あ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
を
一
号
俸
と
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

医
療
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
等
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の
及

び
医
療
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
等
級
が
七
級
で
あ
る
も
の
を
昇
給

さ
せ
る
か
否
か
及
び
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で

あ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
を
三
号
俸
と
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

給
与
か
ら
の
控
除

給
与
は
、
所
定
の
経
費
等
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

１

給
料
表
の
改
定

第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
給
料
表
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
給
料
表

に
つ
い
て
、
全
て
の
号
俸
に
お
い
て
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２

期
末
手
当
の
改
定

㈠

十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈡

六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
の
一
部
改
正

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
し
て
、
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
地
域
手
当
、

住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
１
の
㈡
、
２
の
㈡
か

)

ら
㈥
ま
で
、
㈧
、
㈩
及
び
十
一

、
３
並
び
に
４
、
二
の
２
の
㈡
並
び
に
三
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

(

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
の
１
の
㈠
及
び
２
の
㈠
並
び
に
二
の
１
に
つ
い
て
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
一
の
２
の

㈥
及
び
㈧
並
び
に
二
の
２
の
㈠
に
つ
い
て
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
四
号
）

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
し
て
、
住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手

当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
同
手
当
を
支
給
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五

十
五
号
）

一

会
計
年
度
任
用
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（



令
和
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
料
表
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
か
ら
の
控
除
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
六

号
）

一

扶
養
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
要
件
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
し
て
、
住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手

当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
同
手
当
を
支
給
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

一
の
一
部
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五

十
七
号
）

一

扶
養
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
要
件
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
し
て
、
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
適

用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
地
域
手
当
並
び
に
住
居
手
当
を
支
給
す
る
こ
と

と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
の
一
部
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
八
号
）

一

法
人
の
県
民
税
、
法
人
の
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
賦
課
徴
収
等
に
関
す
る

事
項
の
一
部
を
徳
島
県
東
部
県
税
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
九
号
）

一

一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
の
額
を
改
め
る
と
と

も
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
号
）

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。

１

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

２

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更

３

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
証
の
再
交
付

二

大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査
等
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た

。
三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
四
に
つ
い
て
は
、



公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
の
１
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

県
都
の
ま
ち
づ
く
り
に
よ
る
徳
島
の
未
来
創
生
基
金
条
例
（
条
例
第
六
十
一
号
）

一

徳
島
市
と
協
調
し
て
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
県
民
の
利
益
の
増
進

に
つ
な
が
る
に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
、
も
っ
て
誰
も
が
住
み
た
い
と
感
じ
、
及
び
継
承
し
た
い
と
願
う

徳
島
の
未
来
を
創
生
す
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
に
よ

る
徳
島
の
未
来
創
生
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

基
金
は
、
一
の
事
業
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

四

基
金
の
管
理
、
運
用
益
金
の
処
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
二
号
）

一

学
校
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
に
対
し
て
、
へ
き
地
手
当
及

び
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
学
校
職
員
と
の
権
衡
上
同
手
当
を
支
給
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
校
職
員
の
範
囲
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

学
校
職
員
の
給
与
は
、
所
定
の
経
費
等
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
一
部
及
び
二
か
ら
四
ま

で
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
六
十
三
号
）

一

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
料
表
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
か
ら
の
控
除
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
四
号
）

一

警
察
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

警
察
職
員
の
給
与
は
、
所
定
の
経
費
等
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
一
部
及
び
二
に
つ
い
て

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
六
十
五
号
）

一

会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
に
適
用
さ
れ
る
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一



部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
料
表
に
つ
い
て

は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
か
ら
の
控
除
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
六
号
）

一

特
定
免
許
情
報
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
記
録
等
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

運
転
免
許
試
験
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
等
を
表
示
す
る
保
管
場
所
標
章
の
交
付
及
び
再
交
付
に
係
る
手
数
料

を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て

は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
四
号
）

一

全
て
の
号
俸
に
お
い
て
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
全
て
の
基
準
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
六
十
五
号
）

一

徳
島
県
文
化
財
巡
視
員
及
び
徳
島
県
教
育
支
援
委
員
会
調
査
員
の
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と

し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六

十
六
号
）

一

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ
い

て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
四
・
五
以
上
百
分
の
百
七
・
五
以
下
等

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ
い

て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
二
以
上
百
分
の
百
五
以
下
等
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
七
号
）

一

県
都
の
ま
ち
づ
く
り
に
よ
る
徳
島
の
未
来
創
生
基
金
条
例
の
制
定
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
八
号
）

一

知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
の
減
免
等
に
関
す
る
申
請
書
等
の
記
載
事
項
を
改
め
る
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
九
号
）

一

本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
号

）一

本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
一
号
）

一

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う

所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
二
号
）

一

療
育
給
付
申
請
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整

備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
三
号
）

一

本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
四
号

）一

雇
用
関
係
確
認
書
類
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
五
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
輸
出
証
明
書
の
発
行
手
数
料
に
つ
い
て
、

証
紙
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に

よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料

２

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
登
録
変
更
手
数
料

３

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
手
数
料

三

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
り



徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

特
定
免
許
情
報
の
記
録
又
は
免
許
情
報
記
録
の
書
換
え
の
手
数
料

２

運
転
経
歴
情
報
の
記
録
手
数
料

四

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
二
に
つ
い
て
は
同
年
三
月
一
日
、
三
及
び
四
の
一
部
に
つ

い
て
は
同
月
二
十
四
日
、
六
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

二
の
１
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
六
号
）

一

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


